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おわりに

はじめに

2005年の新不動産登記法下で、登記のオン

ライン化が進行している。登記所の多数がオ

ンライン庁となり、申請も相当数が電子化さ

れた。

今年前半の朝鮮総連本部の移転登記騒動

は、意外な形で登記への関心を高めさせたと

思う。

同じ頃、中間省略登記の問題が業界内では

大変な話題になった。本号が発行される11月

に、当機構は司法書士界の重鎮である相馬計

二先生に、それについての講演をお願いして

いる。来年早々講演録が発行され、本誌次号

でも紹介する予定である。興味のある方はご

購入頂きたい。

一方、登記ことに虚偽登記に関する判例を、

本誌はこれまでに相当数掲載してきた。
１

消費者が直接虚偽登記事件に遭遇し、虚偽

登記の物件を買うことはそう多くはないが、

実例はある。近年では、高齢の不動産所有者

は知らぬうちに不動産を売られる危険が増し

ている。

業者は元々虚偽登記事件に遭う可能性があ

る上に、自分自身騙された被害者でありなが

ら損害賠償を求められることもある。

関連する事例をまとめてみた。

１　関係者の構図

判例には、幾つものバリエーションがある

が、構図を簡略化すると以下の通りである。

２　虚偽登記の前提

次頁のＢ、Ｄ（以下、次頁のＡ～Ｋをその

限定なしに使用）は地面師。次が活動の前提。

盧 Ｂの必要書類確保

Ａから買ったと称するＢに必要な書類は、

・Ａの登記済証

・Ａの印鑑証明書

・Ａの評価証明書（固定資産税）の３点。

①登記済証

ア　窃　取

Ａが盗難に気付いた場合、登記所や司

法書士会に通知をすると、ストップがか

けられるが、気付かれない間は、次のス

テップへ移行可能。

虚偽登記と消費者・宅建業者
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イ　偽　造

旧不動産登記法の時代から移転がない

物件は、依然登記済証での移転が可能。

ウ　保証書による代用

旧法下では、登記済証を紛失したとし

て保証書による代用が可能。新法では廃

止。

②印鑑証明書

ア～エの４通りのうち、アが一番容易か？

ア　市町村外への転居と新しい印鑑登録

ａ　Ａ本人が転出届を出すとする場合

本人確認書類（運転免許証、パスポー

ト、保険証のどれか）が必要。蘯参照。
２

印鑑登録にも、通常は、写真付き本人

確認書類が必要だが、保証人（この人が

既に印鑑登録済み）による場合も可能。

ｂ　Ａの代理人が転出届を出すとする場合

本人→代理人の委任状、本人と代理人

それぞれの本人確認書類が必要。

イ　現住地での印鑑証明書の偽造

法人の印鑑証明は法務局の管轄で、近

年特別な用紙が採用されるようになっ

た。

個人の印鑑証明は市町村の管轄。市販

の用紙の中から、各自治体が判断して購

入。コピーで「コピー」と出る以上の高

い偽造防止機能のある用紙もあり、それ

を購入する市役所もある。

ウ　印鑑証明書を不正に受領→印鑑を偽造

印鑑登録証・印鑑登録カード必要。こ

れがあれば（後者は暗証入力）、本人・

代理人が証明書受領可能。登録証・カー

ドの窃取が不可欠か。

自分でパソコンにより印刻することは

可能。

印鑑証明書の印影の模刻の注文を印鑑

業者が受けると、犯罪（刑法167条）。

エ　廃印届けと新印登録

ウと同じ。新印は自由に作ることが可

能？

盪 Ｄの必要書類確保と本人確認への対応

ＤがＡ本人又はＡの代理人として行動。

①登記済証

契約時点では、詐欺でない一般の取引でも、

取引相手に見せるだけで、手交はしない。盧

と同様、窃取又は偽造したものを、残金支払

い時に手交。
３

買主側でチェックできるのは、

その時に同席する司法書士だけか。

②印鑑証明書

Ｆ　媒介業者 

Ｇ　司　法　書　士 

Ａは真正な所有者 

ＢはＡから購入又は贈与されたと嘘をつく人 

ＣはＢの申請により登記する登記官 

ＤはＡ又はその代理人を自称する人 

Ｅは印鑑登録をする市役所　 

ＦはＡ（実はＤ）―Ｈ・Ｊ間、Ｂ―Ｈ・Ｊ間の

媒介業者 

Ｇは司法書士 

Ｈは消費者である買主　Ｊは業者である買主 

Ｋは土地を担保に融資する金融業者 

Ａ　真正な土地所有者 

移転 登記申請 

売却 担保 
提供 

印鑑 
登録 

Ｅ　市役所 

媒介 売却 担保提供 

Ｈ　消費者 
Ｊ　買主業者 

Ｋ　金融業者 

C　登記官 

Ｄ　本人・代理人を
偽装 Ｂ　虚偽の譲受人等 



盧②の方式で取得。チェックは①と同じ。

③司法書士による本人確認への対応

司法書士は通常はＤに対し、「Ａの免許証

を見せろ」という。その他に、面談を通じて

話の矛盾がないかを確認する。

④Ａの代理人と称する場合

Ａの委任状とＡ・Ｄの本人確認書類が必

要。偽造するものが増えるが、本人らしく見

える人（例えば高齢女性）がいない時はこの

方式か？

⑤成年後見人

2000年４月に新しい後見制度が導入され

た。

成年後見人は、登記済証や印鑑証明書を偽

造することなく、代理権で適法に不動産の売

却可能。悪用する人が代金を横領するのも容

易。そもそも悪い人が高齢のＡの成年後見人

に就任することは防止困難。就任資格はなく、

親族や弁護士等でなくてもよい。
４５

Ａ居住の不動産の時は裁判所の許可が必要

だが、それ以外は不要。

蘯 本人確認書類の偽造等

①保険証

写真なく、紙質上も偽造容易か。

②運転免許証

ア　偽造の基礎的条件

成人の８割近くが持ち、登記以外の目

的でもよく偽造される。
６
盧②アの場

合、住民票記載のＡの年齢と似た年恰好

の人が必要。

イ　市町村職員又は司法書士によるチェッ

ク

ａ　面前での紙質チェック

紙質等が極端に違えば、偽造は容易に

発見可能だが、市町村職員はそこまでし

ているのか？

ｂ　郵送の場合

転出する市町村へ郵送でも可能。本人

確認書類のコピー提出で足り、紙質チェ

ックなし。

ｃ　番号によるチェック

番号で偽造チェックが可能か。

下２桁目の数字が計算式と矛盾すると

偽造。

偽造者がそういう失態を犯すか?

ｄ　ＩＣカード導入後

2007年１月からＩＣチップのついた運

転免許証が導入され、５年以内に全て切

り替わる。

銀行のＩＣキャッシュカードについて

は、チップ内の情報偽造の可能性が指摘

されている。

ＩＣ運転免許証の情報の偽造は困難と

しても、市町村や司法書士には読取端末

がなく、真正でも不真正でも、外形だけ

で判断する？

③登記識別情報

新法下の本人確認情報として、登記識別情

報がある。174-A23-CBX-53G のような、12

桁で、数字とアルファベットを組み合わせた

ものである。法務省民事局のＨＰ参照。

④住基カード

2003年８月から住基カードがＩＣ化。カー

ドとＰＷ入力で、住基ネットワークでの本人

確認可能。
７

これで印鑑証明を取ることがで

きるようにした或いは印鑑登録カードと一体

化させた自治体もある。Ｂバージョンは写真

付き。

３　登記官の責任を追求したケース

逃亡した地面師への賠償請求は効果がな

い。Ａ→Ｂの登記申請をした司法書士がＢと

グルならともかく、まず、登記官の責任を問
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う。

盧 千葉地判2000年11月30日　判タ1110号

150頁　本誌2003年の56号ｐ83 確定　

①経　緯

Ａ所有土地を、Ｂは1996年３月、偽造した

Ａ名義の登記申請委任状、印鑑証明書を使用

し、ＡからＢへの1995年12月の「贈与を原因」

とした所有権移転登記を行った。

Ｂは、４月に、不動産業者Ｙ２に対し、土

地の買取りを申し込む。登記簿を見たＹ２は、

「Ａとはあの有名な芸術家か」と尋ねた。Ｂ

は当初これを否定したが、後に認めた。

土地は、Ｂから一旦Ｐに所有権が移った後

分筆され、Ｙ２は販売活動開始。買主Ｘ１と

Ｘ２（以下「Ｘら」）は、Ｙ２の媒介により、

４月に売買契約締結、６月に分筆後の所有権

取得。

Ａの相続人が、1996年７月、ＸらとＢを被

告に、Ｘらへの所有権移転登記の抹消を求め

る訴えを提起。勝訴し、1997年３月、登記抹

消。

Ｘらは、登記官（国Ｙ１）に対し、印鑑証

明書に「複製」の文字が浮き出ており、一覧

すれば一般人でも判る状況にあるのに看過し

て登記したとして、売買代金相当額の損害賠

償請求訴訟を提起。Ｙ２に対しても損害賠償

を求めた。

②判　決

ア　登記官には、不真正な書類による申請

を却下する注意義務あり。

ａ　印鑑証明書に「複製」の文字が浮き出

ており、一般人でも解る状況。

ｂ　登記官はａの不自然さに気付かず、必

要な調査もしないまま、登記した過失有

り。

イ　Ｙ２には、売主が真の所有者かどうか

の確認義務有り。Ｂが所有者として登記

されていることについて疑問を抱かせる

ような事情がある時は、買主に警告する

義務有り。

ウ　Ｙ１、Ｙ２ともに敗訴。売買代金相当

額の損害賠償を認める。

盪 最判1968年６月27日民集22巻６号1339頁

判時523号38頁　判タ225号87頁　当機構発

行「不動産取引の紛争と裁判例」 ＜増補

版＞（以下＜増補版＞）ｐ79←東京高判

1963年４月24日←東京地判1961年８月29日

①経　緯

1954年10月、買主Ｘは、売主Ｂと契約して

土地を買受けた。この土地は、同月に、Ｂが

Ａから買受け、その旨の登記があるが、登記

済証、印鑑証明書、委任状は偽造。Ａが移転

登記抹消の訴えを起こし、Ｘ敗訴。Ｂは無資

力。

Ｘは国Ｙに対し、登記済証に「東京区裁判

所麹町出張所」の公印があるが、当時は「東

京司法事務局麹町出張所」が正しいと主張。

②判　決

原審は、登記官は登記済証の真偽について

の調査義務有り。注意義務違反として国の責

任認定。最高裁も、登記官は容易に登記済証

が不真正と確知可能と判断。

蘯 東京地判1979年５月14日　判時942号68

頁　判タ392号105頁　＜増補版＞ｐ80

①経　緯

1972年５月、買主業者Ｘは、売主Ｐと契約

して、広尾の土地512㎡余を7825万円で購入。

この土地は、その直前にＰが所有者Ａと称す

るＤから購入。Ｄは地面師で、Ａの登記済証

（1939年３月１日）、住民票、印鑑証明書、委

任状を偽造し、土地をＰに売却。Ｘは、Ａの

相続人により、移転登記抹消を求められ、和

解。Ｐは倒産。登記済証の公印「東京區裁判



所澁谷出張所印」の「區」が裏字で、一見し

て偽造と解るとして、国Ｙに対し、損害賠償

請求。

②判　決

登記官の審査に過失ありとして、8611万円

の支払いを命令。

盻 大阪高判1970年８月31日　訟月16巻11号

1274頁←大阪地判1965年11月25日　訟月12

巻４号451頁　＜増補版＞ｐ81

①経　緯

買主Ｘは、1962年、売主Ｂから土地を購入。

しかし、この土地はＡの所有地を、地面師グ

ループが真正の区長印を転写してＡの印鑑証

明書を偽造し、登記をＢに移した上、Ｂに成

りすまして、Ｘに売却したもの。Ｘは、登記

官が偽造の印鑑証明書を看過したとして、国

Ｙに対し、損害賠償請求。

②判　決

印鑑証明書の偽造は司法書士が加わり、不

動産ブローカーが常習として行った、特別に

精緻巧妙なもので、登記官に看破することを

期待できない、として請求棄却。

眈 概　観

盻のように、精緻巧妙な偽造だから、登記

官は看破できず、責任なしとする系統の判決

が多い。＜増補版＞のｐ81～84参照。

盧～蘯は比較的少ない例のようであるが、

盪と蘯は、登記所の先行組織の名称間違いを

見逃した失態が大きいとされたのか。

盧は、「複製」の文字が、Ｂ自身でも発覚

を危惧するほどだったことが、決め手となっ

たと見るべきか。

なお、盧のＡは岡本太郎氏、1996年１月７

日逝去。秘書として長年側にいた方が養女で

唯一の相続人であることは、死後広く報道さ

れた。

「有名人から死の直前に贈与された」物件

は、上述のように買い手に余計な興味を起こ

させ、詐欺師には危険。Ｂはそれでも、時価

１億円の更地、抵当権なし、という属性を重

視した？

４　市役所の責任を追求したケース

福岡高判1996年12月19日　判タ946号183頁

←長崎地判1995年９月29日　本誌1998年の39

号

①経　緯

Ｘは、1990年４月、Ａ所有名義の農地をＡ

と称するＤから農地法５条の許可を条件とし

て、約４億円で購入し、手付金８千万円を支

払って、条件付所有権移転登記。

Ｘは、Ｄから、Ｙ市役所発行のＡの印鑑証

明書を示され、ＤをＡと判断。真正のＡから、

仮登記の抹消請求訴訟を起こされ、Ｘ敗訴確

定。

この印鑑証明書は、Ｄが偽造したＡ名義の

無線従事者免許証を提示して、Ａ本人を仮装

し、真正なＡの印鑑登録を廃止し、新たな印

鑑での登録を申請して得たもの。

Ｘは、Ｙ市役所の国賠請求。

②判　決

ア　無線従事者免許証には、九州電波監理

局長の印影、刻印があり、記載事項が同

一で、ラミネート加工があったから、Ｙ

の職員がこれを信じても過失なし。

イ　請求棄却　

③概　観

本誌39号の判例紹介では、市役所職員の注

意義務を厳しく見るもの（東京高判1985年５

月29日判時1156号70頁他）と、そうでないも

の（名古屋地判1979年７月20日判時944号89

頁　＜増補版＞ｐ86）との２系統がある、と
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記す。

本判決は、上記名古屋地判と似るが、そち

らは、「牧歌的、伝統的社会をベースにした

印鑑証明の存立基盤はもはや揺らいでいる」

と大議論を展開していた。約30年経っても依

然印鑑証明は使われているが。

1990年に運転免許証は既に写真一体型だっ

たと記憶し、偽造にも無線従事者証より技術

を要した？　無線従事者証の発行数は結構多

いが、そういうものが出た時点で、Ｙは疑う

べきか。

５　媒介業者の責任を追求したケース

媒介業者が地面師に騙され、かつ、買主等

から責任追求される場合である。

盧 上記３盧のケース

ここでは、Ｙ２も媒介業者としての責任が

認められた。

盪 東京高判1983年３月30日　判時1077号71

頁　判タ497号114頁←浦和地判1981年９月

18日　判時1030号65頁　判タ459号86頁

＜増補版＞ｐ85

この判決では、市役所・国・媒介業者の３

者の過失を認めた。

蘯 前出名古屋地判1979年７月20日

ここでは、地面師グループ・媒介業者・市

役所の被告３者のうち、地面師グループ以外

の責任を認めなかった。

盻 概　観

媒介業者が取引に関し注意義務違反を問わ

れることは稀でなく、その一種ともいえる。

６　司法書士の責任を追求したケース

通常は、決済の場に同席する司法書士が、

ＤがＡ（又はＡの代理人）と詐称していない

かを確かめる役割を担い、責任も問われる。

盧 2001年５月10日　判時1768号100頁　本

誌2002年の53号ｐ70 控訴

①経　緯

宅建業者Ｘは、1999年７月、面識のあった

宅建業者Ｐから、Ａが相続した土地（登記済

み）を紹介された。Ｘは、販売上、この土地

に隣接する、同じくＡが相続した道路部分

（未登記）を取得する必要もあった。

Ｘが、Ｐに対し、Ａ本人との面談を求めた

が、ＰはＡに成りすましたＤらを連れてＸの

事務所を訪れた。ＸはＰに対し、この土地の

登記済証の写しの交付を求めたが、契約当日

までには交付されなかった。Ｄは土地の売却

を身内に知られたくないと称して、本当のＡ

宅への訪問拒否。

８月、Ａ（実はＤ）Ｘ間で、売買契約締結

し、Ｘは代金３億円中２億７千万円支払い。

この時、司法書士Ｙが同席し、Ａ名義の運

転免許証（偽造）、登記済証（偽造）等の登

記申請添付書類の内容を確認して、不備がな

い旨を告げた。登記済証には、登記済印の下

部に記載されるべき整理番号（コード番号）

がなく、受付印が「平成壱壱年」となってい

た。

Ｙは契約締結日に移転登記申請をし、翌日

その登記が経由された。後日法務局で登記済

証を受領しようとした際、書類は偽造と告げ

られた。

Ｘは債務不履行による損害賠償として、３

億円の支払いをＹに対して請求。



②判　決

ア　登記済証に整理番号がなく、「平成拾

壱年」とあるべきところが「平成壱壱年」

となっていたのを看過したのは、委任契

約上の債務不履行。

イ　Ｘの過失６割で、損害２億８千万円中

の１億１千万円の支払いをＹに命令。

盪 東京地判2004年８月６日　判タ1196号

120頁　本誌2006年の65号　控訴

①経　緯

2001年12月、宅建業者Ｘの会長甲（社長乙

の父）に対し、不動産ブローカーＰ兄弟が、

1000坪の土地を譲渡担保に入れ、３億５千万

円（後２億５千万円に減額）の融資を申し入

れ。

３日後、Ｘの専務丙は、Ｐに話を持ってき

た不動産ブローカーＱを訪れ、借主はＡ（実

はＤ）、譲渡担保対象の土地はＡ所有との説

明を受ける。丙はＰ、Ｑと共に現地を見て、

２億５千万円以上の価値があると判断し、甲

にその旨進言。

さらに３日後、Ｐ、Ｑ、Ａ（実はＤ）、Ｄ

の債権者Ｒ、甲、丙及び司法書士Ｙが一同に

会した。

Ｄは、Ａの名でＤの写真付きの免許証を、

甲、丙に提示。甲、丙はＤ＝Ａと信じ、Ｙに

登記書類の確認と不足部分の書類の指示を依

頼した。

１週間後、乙、丙、Ｄ、Ｙは登記申請書類

の確認実施。Ｙは、実印の印影と印鑑証明書

の印影を照合、印鑑証明書の変形菱形の影を

確認、透かしと認定。Ｙは、Ａの名前の免許

証の写真がＤであることを確認。事前に調べ

ていたＡ宅の電話番号をＤが答えたので、Ａ

本人と断定。

同日、Ｙが法務局で移転登記申請したと、

丙に電話で伝えたので、丙はＤに対し、２億

２千万円余を支払い。

登記済証、印鑑証明書が偽造、登記申請却

下。

ＸはＹに対し、債務不履行乃至不法行為に

基づき、騙取金額相当の損害賠償請求。

②判　決

ア　Ｙは印鑑証明書の透かしを光源にあて

て確認する義務があったが、不履行。

イ　Ｙの接触以前に、Ｘ（甲、丙）がＤと

接触し、ＸはＹに対し、ＤをＡとして紹

介。

ウ　Ｙの過失は軽微。報酬は約20万円。過

失相殺８割５分で、損害賠償額は3113万

円。

蘯 大阪地判1987年２月26日　判時1253号83

頁　判タ657号151頁　＜増補版＞ｐ70

①経　緯

買主業者Ｘは、1985年２月、媒介業者Ｐら

の仲介で、Ａの土地を、Ｑを経由してＱから

買うことにした。

Ａ→Ｘの移転登記申請を司法書士Ｙに依

頼。法務局が受理したことを確認して、Ｘは

内金２億２千万円を支払い。

翌日Ａが禁治産者で、この土地を売買した

ことはなく、Ａと称する人物Ｄは替え玉、登

記済証、印鑑証明書は偽造と判明。

ＸはＹに対し、損害賠償請求。

②判　決

ア　登記済証の登記権利者の住所の誤り、

登録免許税の価額の表示の誤り（40.5万

円を405万円と誤る）、末尾に大蔵省を抵

当権者とする印影あり、など虚偽である

ことを看過。

イ　Ｘも取引を急ぎ、軽率。過失相殺９割。

2200万円の支払いをＹに命令。

盻 東京地判2003年10月28日　判例マスタ
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2003-10-28-0008 本誌2005年の61号ｐ88

（以下２例は、金融業者からの請求）

①経　緯

1999年８月、金融業者Ｘは、Ｐの紹介によ

り、自称Ａから融資申し込みを受ける。

Ｘの営業部長甲が、Ｘを代理して、Ａの土

地２筆について極度額１億２千万円の根抵当

権設定、８千万円貸付けについて合意。

その１週間後、甲、自称ＡことＤ、Ｐが銀

行支店に参集して、弁済期間、利息（利息制

限法違反）等について合意し、Ｄの口座に所

要金額72百万円余を振り込み。

司法書士Ｙは、Ｘの業務に伴う登記手続き

をほぼ専属的に受任していたが、上記銀行支

店での会合には不出席。

Ｙは、根抵当権設定仮登記、根抵当権の被

担保債務の不履行を条件とする賃借権設定仮

登記の手続きの依頼を受け、申請書作成。

Ｘの従業員が申請書を法務局に提出して仮

登記はできたが、Ａの子供からの連絡により、

自称ＡはＡ本人ではないことが判明し、本物

のＡからは仮登記抹消の訴訟が起こされ、Ｘ

敗訴。

Ｘは、ＹがＡことＤの本人確認を怠ったと

して、不法行為による損害賠償請求訴訟を提

起。

②判　決

ア　自称Ａは、Ｙの面前で、仮装登録印を

委任状に押捺。Ｙはその印と、Ｄが持参

した印鑑証明書の印影を照合し、同一と

判断。自称Ａに対し、住所・生年月日を

質問し、Ａと判断。

イ　印鑑証明書、免許証は精緻巧妙な偽造。

ウ　請求棄却

眈 東京地判2005年11月29日　判タ1232号

278頁　本誌本号の判例紹介参照　確定

①経　緯

2002年４月、金融業者Ｘは、Ｂに対し、４

千万円を貸付け。その際、Ａの所有する不動

産をＢに移転し、根抵当権極度額6400万円を

設定し、代物弁済予約締結。この不動産には、

Ｐを権利者とする抵当権5200万円設定済み。

Ｘは司法書士Ｙに対し、

・Ｐの抵当権の抹消登記

・Ａ→Ｂの移転登記

・Ｘの根抵当権設定登記

・Ｘの代物弁済を原因とする所有権移転請

求権仮登記

の４つを依頼。

抵当権抹消登記手続きに用いられた登記済

証・委任状が偽造で、Ｐが抵当権の回復登記

手続きの訴訟提起、勝訴。

不動産が競売され、落札代金6842万円から、

Ｐへの配当は6820万円、Ｘへは22万円。

Ｘは、Ｙが一連の手続きを補助者であるＺ

に委ね、偽造を看過したとして、融資金から

配当を引いた額を損害賠償請求。

②判　決

ア　登記済証には抵当権設定者の住所に明

白な誤り有り、Ｚには真否の確認を怠っ

た過失有り。

イ　自称Ａは実は替え玉Ｄであったが、本

人確認は名刺と社員証でなされ、印鑑証

明書も用意されていたので、ＡことＤの

本人確認についてのＺの義務違反なし。

ウ　Ｘの過失相殺、４割。Ｙの責任は、

3978万円の６割、2387万円。

眇 概　観

過失相殺が大幅に認められてことがあるも

のの、数十万円程度の報酬額とは桁違いの損

害賠償額が、あっさり課せられるケースが多

い。怖いほどの重責を担っている職業である、

とあらためて実感する。

盻は棄却にはなったが、専属的関係にある



司法書士を、利息制限法違反常習と思われる

金融業者が訴えたという、コワイ訴訟である。

眈はＺを使ってＹを標的にした訴訟の可能

性もあるという見方も、これを取り上げた回

の不動産取引事例調査検討委員会では披露さ

れた。

司法書士は責任賠償保険に加入しているこ

とが多く、それを当てにした訴訟もなくはな

い、という。

おわりに

ＩＴ技術の進歩で新種の本人確認書類が登

場するが、登記以外で、まず、新しい悪用法

が開発されているのだろうか？　

日本の年金事務処理の杜撰さが指摘された

際、アメリカの社会保障番号（So c i a l

Security Number＝ＳＳＮ）が話題になっ

た。アメリカの映画・ＴＶでは、本人確認で

その番号を要求するシーンが非常に多く、も

っと重大なケースでは、裁判でマフィアに不

利な証言をするために生命が狙われる人に

は、政府が新住所・新姓名とともに新ＳＳＮ

を提供する。それほど国民に馴染んでいるも

のだが、電子化されていなくて、紙のカード

上の番号である。近年頻繁にフィッシュング

詐欺の餌食になっていると聞く。

不動産の場合、まず格好の土地・所有者を

発掘することが重要なためか、本人確認手段

の変容が直ぐに新しいチャンス（？）とはな

らず、それを使った地面師の行動は未だ報じ

られていない。当分、従来からの「偽造登記

済証＋偽造印鑑証明書」方式が続くのだろう

か。

法務省民事局のＨＰでは、アメリカの登記

制度をごく簡単に紹介しており、それによる

と本人確認の専門的職業人がいて、会社があ

る。

日本では、詐欺師の可能性がある人と初対

面のことも多い司法書士に、それほどの重要

な業務を短時間で行わせているように見られ

る。しかも、詐欺を防止できなかった場合、

報酬に比べ過大な責任を負わせているのでは

ないか、と書くと、司法書士の先生方から

「同意」と褒められそうだ。日本でも、長年

課題となったまま制度的には進展していない

エスクローの問題である。

１ 当機構では、1992年に相馬先生から「不動
産登記犯罪」と題してご講演頂いたこともあ
る。「古典的」な「芸」の数々が紹介されてい
る。

２ 最近の実感として、郵便局窓口での金銭受
領に際して、形式的にせよ本人確認書類の提
示を求められることが多い。銀行預金の引出
しの際、本人確認書類は要求されないのが普
通のようである。口座名義人が30歳だった時
に、実年齢55歳の人間が窓口で本人と称し100

万円引出したことについて、東京地判2007年
７月10日は、銀行側の過失なしと判断してい
る。過去には逆の判決もあったという。200７
年７月11日付け産経新聞

３ 2007年７月７日付け朝日新聞は、大阪市福
島区の100㎡の駐車場用地に関し、仲間の女を
1996年に相続した女性本人と偽らせ、2006年
10月に偽造登記済証を使った地面師を逮捕し
たと報道している。物件所在地管轄の大阪法
務局北出張所はこの当時、オンライン化前の
ようだが、オンライン化後でも可能な手口で
ある。

４ 成年後見人の８割は親族とされる。
５ 2007年４月26日付け毎日新聞記事は、次の
ように報道。（詐欺的）リフォーム工事の営業
をしていた暴力団関係者が、ある家の持主が
高齢の独居女性と知り、所有するアパートを
安値で買い取って転売し、女性に渡した売却
代金から徐々に詐取していった。グループの
一員の行政書士が、この女性と任意後見契約
を結び、行政書士の廃業後も成年後見人を続
け、居住不動産（借地上の建物）の売却はし
なかったが、金銭の詐取は続けた。
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これは、成年後見人による不動産の詐欺的
売却ではないが、犯人の行動の順番次第では
そうなっていた可能性もあった。家庭裁判所
は選任には数か月かけていると聞くが、成年
後見人の選任時点で、実質的審査能力を持ち、
本件のような詐欺師を排除できるのか、或い
は形式的審査能力しか持たないのか。

６ 就職や運転時に使用、違反点数の累積回避、
携帯電話の購入、サラ金用等であり、数万円
で購入可能という。不動産の場合、現に所有
している本人の名での偽造が必要だが、それ
以外では詐欺師本人名義、架空人名義でも作
られる。

７ 週刊ダイヤモンド2004年10月23日号の櫻井
よしこ氏のコラムでは、住基カードの不正取
得の例が紹介されている。偽装結婚用らしい。


